
- 1 -

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
九
号

労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
す
る
報
奨
金
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
た

だ
し
書
及
び
第
二
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
度
に
お
け
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
保
険
料
に

係
る
報
奨
金
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
拠
出
金
に
係
る
報
奨
金
の
交
付
の
要
件
に
係
る
算
定
の
基
準
と
な
る
日
に
関

し
、
延
長
後
の
期
日
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域

内
に
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
有
す
る
労
働
保
険
事
務
組
合
又
は
同
日
に
お
い
て
当
該
区
域
内
に
所
在
地
を
有
す
る
事

業
場
の
事
業
主
か
ら
労
働
保
険
事
務
若
し
く
は
一
般
拠
出
金
事
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
労
働
保
険
事
務
組
合
ご
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

富
山
県

令
和
六
年
七
月
三
十
一
日

石
川
県
の
う
ち
金
沢
市
、
小
松
市
、
加
賀
市
、
羽

咋
市
、
か
ほ
く
市
、
白
山
市
、
能
美
市
、
野
々
市

令
和
六
年
度
に
お
け
る
労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
す
る
報
奨
金
の
交
付
の
要
件
に
係
る
算
定
の
基
準
と
な
る
日
の
延
長

期
日
を
定
め
る
件
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市
、
能
美
郡
川
北
町
、
河
北
郡
津
幡
町
及
び
内
灘

町
、
羽
咋
郡
宝
達
志
水
町
並
び
に
鹿
島
郡
中
能
登

町石
川
県
の
う
ち
七
尾
市
、
輪
島
市
、
珠
洲
市
、
羽

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
（
富
山
県
及
び
石
川
県
に
お
け
る
社

咋
郡
志
賀
町
並
び
に
鳳
珠
郡
穴
水
町
及
び
能
登
町

会
保
険
料
及
び
労
働
保
険
料
等
に
関
す
る
納
期
限
等
を
延
長
す
る

件
（
令
和
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
号
）
に
基
づ
き
別
途
厚
生

労
働
省
告
示
で
定
め
る
期
日
が
同
日
前
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該

別
途
厚
生
労
働
省
告
示
で
定
め
る
期
日
）


